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�愛媛県条例第５２号
愛媛県資源循環促進税条例を次のように公布する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県資源循環促進税条例

（課税の根拠）

第１条 県は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第４条第６項の規定に基づき、循環型社会の形成に向け、

産業廃棄物の排出の抑制及び減量化並びに資源の循環的な利用そ

の他産業廃棄物の適正な処理の確保を促進するための施策に要す

る費用に充てるため、資源循環促進税を課する。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第２条第４項

に規定する産業廃棄物をいう。

� 循環的な利用 循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第

１１０号）第２条第５項に規定する再使用、同条第６項に規定す

る再生利用及び同条第７項に規定する熱回収をいう。

� 最終処分業者 廃棄物処理法第１４条第６項又は第１４条の４第

６項の許可（廃棄物処理法第１４条の２第１項又は第１４条の５第

�愛媛県条例第５１号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人の県民税の賦課徴収等に関する報告及び徴収取扱費の交付）

第１７条の９ 省略

２ 省略

３ 市町長は、４月及び８月中に、４月にあつては前年の８月１日

から当該年の３月３１日までの間、８月にあつては当該年の４月１

日から７月３１日までの間における事実に基づいて知事の定めると

ころにより、法第４７条第１項の徴収取扱費の算定に関し必要な事

項を知事に報告しなければならない。

４ 知事は、前項の規定による報告に基づき、５月、９月及び１月

中に、知事の定めるところにより、同項の徴収取扱費を交付する

ものとする。

（個人の県民税の賦課徴収等に関する報告 ）

第１７条の９ 省略

２ 省略

３ 市町長は、４月、８月及び１２月の各月１５日までに前４月間

における事実に基づいて知事の定めると

ころにより、法第４７条 の徴収取扱費の算定に関し必要な事

項を知事に報告しなければならない。

附 則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第１７条の９第３項及び第４項の規定は、平成１９年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴

収取扱費から適用し、平成１８年度以前の年度分の個人の県民税（同年度以前において賦課決定をされたものに限る。）に係る徴収取扱費

については、なお従前の例による。
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１項の変更の許可を含む。）を受けて県内において産業廃棄物

の埋立処分を業として行う者及び廃棄物処理法第１１条第２項の

規定により産業廃棄物の埋立処分をその事務として行う市町（市

町の組合を含む。次号において同じ。）をいう。

� 最終処分場 廃棄物処理法第１５条第１項の許可を受けて設置

された産業廃棄物の最終処分場（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行令の一部を改正する政令（平成９年政令第２６９号）

の施行の日前に設置された産業廃棄物の最終処分場であって、

同日前においてその設置に係る同項の許可を要しなかったもの

を含む。）及び前号の市町が設置する一般廃棄物（廃棄物処理

法第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。）の

最終処分場（一般廃棄物と合わせて処理することができる産業

廃棄物その他市町が処理することが必要であると認める産業廃

棄物の埋立処分の用に供するものに限る。）であって、県内に

所在するものをいう。

（賦課徴収）

第３条 資源循環促進税の賦課徴収については、法令又はこの条例

に別段の定めがあるものを除くほか、愛媛県県税賦課徴収条例（昭

和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」という。）の定める

ところによる。

（納税義務者等）

第４条 資源循環促進税は、埋立処分のための最終処分場への産業

廃棄物の搬入に対し、当該搬入に係る産業廃棄物を排出した事業

者（当該搬入に係る産業廃棄物が廃棄物処理法第１２条第３項に規

定する中間処理産業廃棄物（以下「中間処理産業廃棄物」という。）

である場合にあっては、産業廃棄物を処分して当該搬入に係る中

間処理産業廃棄物とした同項に規定する中間処理業者）に課する。

２ 前項の規定にかかわらず、産業廃棄物の埋立処分を委託された

最終処分業者が当該埋立処分を他の最終処分業者に委託した場合

における資源循環促進税は、当該他の最終処分業者が設置する最

終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、当該委託をした最終

処分業者に課する。

（課税標準）

第５条 資源循環促進税の課税標準は、最終処分場に搬入される産

業廃棄物の重量とする。

２ 前項に規定する産業廃棄物の重量を計測することが困難なとき

は、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄

物の重量とする。

（税率）

第６条 資源循環促進税の税率は、１トンにつき１，０００円とする。

２ 前項の規定にかかわらず、事業者（最終処分業者を除く。）が

その排出した産業廃棄物（他人から委託を受けて行った産業廃棄

物の処分により発生した中間処理産業廃棄物を除く。）を自ら設

置する最終処分場において埋立処分するための当該最終処分場へ

の搬入に対して課する資源循環促進税の税率は、１トンにつき５

００円とする。

（税額の端数計算）

第７条 資源循環促進税は、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号）第６条の１７第２項第９号の条例で指定する法定外目的税とす

る。

（徴収の方法）

第８条 資源循環促進税の徴収については、特別徴収の方法による。

ただし、事業者がその排出した産業廃棄物を自ら設置する最終処

分場において埋立処分するための当該最終処分場への搬入に対し

て課する資源循環促進税の徴収については、申告納付の方法によ

る。

（特別徴収義務者）

第９条 資源循環促進税の特別徴収義務者は、最終処分業者とする。

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、

資源循環促進税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として

指定することができる。

３ 第１項の特別徴収義務者はその設置に係る最終処分場への産業

廃棄物の搬入に対して課する資源循環促進税を、前項の特別徴収

義務者は同項の指定に係る最終処分場への産業廃棄物の搬入に対

して課する資源循環促進税を徴収しなければならない。

（特別徴収義務者としての登録等）

第１０条 前条第１項の特別徴収義務者は最終処分場において埋立処

分のための産業廃棄物の搬入の受入れを開始しようとする日の５

日前までに、同条第２項の特別徴収義務者は同項の指定を受けた

日から５日以内に、最終処分場ごとに、特別徴収義務者としての

登録を知事に申請しなければならない。

２ 前項の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載

した規則で定める登録申請書に規則で定める書類を添付して知事

に提出しなければならない。

� 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

� 最終処分場の名称及び所在地

� 最終処分場の設備の概要

� 最終処分場への産業廃棄物の搬入の受入れを開始しようとす

る日又は特別徴収義務者としての指定を受けた日

� その他知事が必要と認める事項

３ 知事は、第１項の登録の申請を受理した場合には、その申請を

した者を特別徴収義務者として登録し、その旨を当該特別徴収義

務者に通知し、その者が資源循環促進税を徴収すべき義務を課せ

られた者であることを証する規則で定める証票を交付する。

４ 前項の証票の交付を受けた者は、これを最終処分場の公衆に見

やすい箇所に掲示しなければならない。

５ 第３項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

６ 第３項の規定により登録を受けた者は、当該登録を受けた事項

に変更があった場合は、その変更を生じた日から１０日以内に、規

則で定める変更の登録申請書を知事に提出しなければならない。

７ 第３項の規定により登録を受けた者は、当該登録に係る最終処

分場における資源循環促進税の特別徴収の義務が消滅した場合は、

その消滅した日から１０日以内に、その証票を添付してその旨を知

事に届け出なければならない。

（申告納入の手続等）

第１１条 特別徴収義務者は、次の各号に掲げる期間において徴収す

べき資源循環促進税について、それぞれ当該各号に定める期限ま

でに、規則で定めるところにより、課税標準たる重量及び税額そ

の他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、

その申告した税額を納入しなければならない。ただし、最終処分

場における産業廃棄物の埋立処分を終了し、廃止し、又は休止し

た場合においては、その終了し、廃止し、又は休止した日から１

月以内に、終了し、廃止し、又は休止した日までにおいて徴収す

べき資源循環促進税について、これを申告納入しなければならな

い。
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� １月１日から３月３１日まで ４月末日

� ４月１日から６月３０日まで ７月末日

� ７月１日から９月３０日まで １０月末日

� １０月１日から１２月３１日まで 翌年１月末日

２ 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわら

ず、別に納入に係る期間又は期限を指定することができる。

３ 特別徴収義務者は、第１項各号に掲げる期間について納入すべ

き資源循環促進税がない場合においても、同項の規定に準じて納

入申告書を提出しなければならない。

（徴収猶予）

第１２条 知事は、特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分に係る料

金及び資源循環促進税の全部又は一部を前条第１項の納期限まで

に受け取ることができなかったことにより、その納入すべき資源

循環促進税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができな

いと認めるときは、当該特別徴収義務者の申請により、その納入

することができないと認められる金額を限度として、２月以内の

期間を限ってその徴収を猶予することができる。この場合におい

て、知事は、規則で定める要件に該当して担保を徴する必要がな

いと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法

第１６条第１項各号に掲げるものを、規則で定めるところにより、

徴しなければならない。

２ 前項の徴収猶予の申請をしようとする者は、規則で定める申請

書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に

提出しなければならない。

３ 法第１５条第４項、第１５条の２及び第１５条の３並びに第１６条の２

第１項から第３項までの規定は第１項前段の規定による徴収猶予

について、法第１１条、第１６条第２項及び第３項、第１６条の２第４

項並びに第１６条の５第１項及び第２項の規定は第１項後段の規定

による担保について準用する。

４ 知事は、第１項の規定により徴収猶予をした場合においては、

その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期

間に対応する部分の金額を免除するものとする。

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除）

第１３条 知事は、特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分に係る料

金及び資源循環促進税の全部又は一部を受け取ることができなく

なったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した

資源循環促進税額を失ったことについて天災その他避けることが

できない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収

義務者の申請により、その資源循環促進税額が既に納入されてい

るときはこれに相当する額を還付し、前条第１項の規定により徴

収猶予をしているときその他その資源循環促進税額がまだ納入さ

れていないときはその納入の義務を免除するものとする。

２ 前項の還付又は納入義務の免除の申請をしようとする者は、規

則で定める申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を

証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

３ 知事は、第１項の規定により資源循環促進税額に相当する額を

還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係

る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当すること

ができる。

４ 知事は、第１項の還付又は納入義務の免除の申請を受理した場

合には、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、

その申請があった日から６０日以内に特別徴収義務者に通知しなけ

ればならない。

（最終処分場への産業廃棄物の搬入開始の届出）

第１４条 事業者は、その排出した産業廃棄物を自ら設置する最終処

分場において埋立処分しようとするときは、当該最終処分場への

搬入を開始しようとする日の５日前までに、次に掲げる事項を記

載した規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

� 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その

代表者の氏名

� 最終処分場の名称及び所在地

� 最終処分場の設備の概要

� 最終処分場への産業廃棄物の搬入を開始しようとする日及び

特別徴収義務者としての指定を受けた日

� その他知事が必要と認める事項

２ 前項の規定により届出をした者は、当該届出をした事項に変更

があった場合においては、その変更を生じた日から１０日以内に、

規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

（申告納付の手続等）

第１５条 第８条ただし書の規定により申告納付すべき納税者（以下

「申告納税者」という。）は、次の各号に掲げる期間における資

源循環促進税について、それぞれ当該各号に定める期限までに、

規則で定めるところにより、課税標準たる重量及び税額その他必

要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告

した税額を納付しなければならない。ただし、最終処分場におけ

る産業廃棄物の埋立処分を終了し、廃止し、又は休止した場合に

おいては、その終了し、廃止し、又は休止した日から１月以内に、

終了し、廃止し、又は休止した日までにおいて納付すべき資源循

環促進税について、これを申告納付しなければならない。

� １月１日から３月３１日まで ４月末日

� ４月１日から６月３０日まで ７月末日

� ７月１日から９月３０日まで １０月末日

� １０月１日から１２月３１日まで 翌年１月末日

２ 知事は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわら

ず、別に納付に係る期間又は期限を指定することができる。

３ 第１項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出

した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正

しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、

遅滞なく、修正申告書を知事に提出するとともに、その修正によ

り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

（減免）

第１６条 知事は、申告納税者が天災その他特別の事情がある場合に

おいて、特に必要があると認められるときは、資源循環促進税を

減免することができる。

２ 前項の規定により減免を受けようとする者は、前条第１項各号

に定める納期限までに、又は当該減免の理由となるべき事実が発

生した日から１月以内に、規則で定める申請書に減免を必要とす

る理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

（更正及び決定に関する通知）

第１７条 法第７３３条の１６第４項の規定による資源循環促進税の更正

又は決定の通知、法第７３３条の１８第６項の規定による資源循環促

進税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法

第７３３条の１９第４項の規定による資源循環促進税の重加算金額の

決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。

（不足税額等の納入又は納付手続）

第１８条 資源循環促進税の特別徴収義務者及び申告納税者（以下「特
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別徴収義務者等」という。）は、前条の通知書により通知を受け

た場合には、当該通知書に係る不足税額（更正により増加した税

額又は決定による税額をいう。）及び過少申告加算金額、不申告

加算金額又は重加算金額を当該通知書に記載された納期限までに

納入書により納入し、又は納付書により納付しなければならない。

（納税管理人の申告等）

第１９条 県税条例第６６条の規定は、特別徴収義務者等について準用

する。

（帳簿記載の義務）

第２０条 特別徴収義務者等は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載

しなければならない。

� 産業廃棄物の搬入年月日

� 産業廃棄物の重量

� 資源循環促進税の税額

� その他知事が必要と認める事項

（帳簿保存の義務）

第２１条 特別徴収義務者等は、前条に規定する帳簿を当該年度経過

後５年間保存しなければならない。

（帳簿の電磁的記録による保存等）

第２２条 特別徴収義務者等は、前２条の規定により備付け及び保存

をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初

の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であ

って、知事の承認を受けたときは、知事が定めるところにより、

当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下同じ。）の備付け及び保存をもって当該承認を

受けた帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

２ 特別徴収義務者等は、前２条の規定により備付け及び保存をし

なければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記

録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、

知事の承認を受けたときは、知事が定めるところにより、当該承

認を受けた帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の

電子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機を用いて電磁的記

録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下

同じ。）による保存をもって当該承認を受けた帳簿の備付け及び

保存に代えることができる。

（電磁的記録による保存等の承認）

第２３条 前条第１項又は第２項の承認については、法第７５０条（第６

項を除く。）、第７５１条及び第７５３条（これらの規定を法第７５４

条において準用する場合を含む。）の規定の例による。

（電磁的記録等に対する県税に関する条例の規定の適用）

第２４条 第２２条第１項又は第２項の承認を受けている帳簿に係る電

磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する県税に関

する条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算

機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

（納税地等）

第２５条 資源循環促進税の賦課徴収に関する県税条例の適用につい

ては、県税条例第３条第２号中「狩猟税」とあるのは
「狩猟税

資源循環

と、県税条例第４条第１項中「� 狩猟税 狩猟者の登
促進税」

録の申請地」とあるのは
「� 狩猟税 狩猟者の登録の申請地

� 資源循環促進税 最終処分場の所

と、県税条例第８条第１項中「この条例」とあるのは「こ
在地」

の条例若しくは愛媛県資源循環促進税条例（平成１８年愛媛県条例

第５２号）」とする。

（使途）

第２６条 知事は、県に納入され、又は納付された資源循環促進税額

に相当する額から資源循環促進税の賦課徴収に要する費用に相当

する額を控除して得た額を、産業廃棄物の排出の抑制及び減量化

並びに資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理の確保

を促進するための施策に要する費用に充てなければならない。

（規則への委任）

第２７条 この条例に定めるもののほか、資源循環促進税の賦課徴収

に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、法第７３１条第２項の規定による総務大臣の同意を

得た日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、附則第９項の規定は、公布の日から施

行する。

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に行われる最終処分場への産業廃棄物の搬入に係る資

源循環促進税について適用する。

（経過措置）

３ 施行日から平成２１年３月３１日までの間における最終処分場への

産業廃棄物の搬入に対して課する資源循環促進税の税率は、第６

条第１項の規定にかかわらず、１トンにつき３３３円とする。

４ 施行日から平成２１年３月３１日までの間における第６条第２項に

規定する搬入に対して課する資源循環促進税の税率は、同項及び

前項の規定にかかわらず、１トンにつき１６６円とする。

５ 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間における最終

処分場への産業廃棄物の搬入に対して課する資源循環促進税の税

率は、第６条第１項の規定にかかわらず、１トンにつき６６６円と

する。

６ 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間における第６

条第２項に規定する搬入に対して課する資源循環促進税の税率は、

同項及び前項の規定にかかわらず、１トンにつき３３３円とする。

７ 施行日において現に最終処分場において埋立処分のための産業

廃棄物の搬入を受け入れている最終処分業者に係る第１０条第１項

の規定の適用については、同項中「最終処分場において埋立処分

のための産業廃棄物の搬入の受入れを開始しようとする日の５日

前までに」とあるのは、「この条例の施行の日から５日以内に」

とする。

８ 施行日において現にその排出した産業廃棄物を自ら設置する最

終処分場において埋立処分している者に係る第１４条第１項の規定

の適用については、同項中「その排出した産業廃棄物を自ら設置

する最終処分場において埋立処分しようとするときは、当該最終

処分場への搬入を開始しようとする日の５日前までに」とあるの

は、「この条例の施行の日から５日以内に」とする。

（施行前の準備）

９ 第１０条第１項の規定による登録（同条第６項の規定による変更

の登録を含む。）を受けようとする者は、この条例の施行前にお

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号外１

４



��������������

いても、その申請を行うことができる。第１４条の規定による届出

についても、同様とする。

（検討）

１０ 知事は、この条例の施行後３年及び５年に資源循環促進税の導

入による産業廃棄物の排出の抑制及び減量化並びに資源の循環的

な利用その他産業廃棄物の適正な処理の確保の促進の状況その他

この条例の施行状況を調査するとともに、その結果に基づき、こ

の条例の施行後５年を目途として、社会経済情勢の推移等を勘案

し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。

�愛媛県条例第５３号
愛媛県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例を次のように公布する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁

的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて県民の利便性の向上を図り、もって県民生活の

向上及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 民間事業者等 条例等の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をい

う。ただし、愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年愛媛県条例第１５号）第２条第４号に規定する県

の機関等を除く。

� 条例等 条例及び規則等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５条第１項に規定する規則、同法第１３８条の４第２項に規定する規則

その他の規程及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。）をいう。

� 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。

� 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。

� 保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。

� 作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。

� 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。

� 縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。

	 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、

愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第２条第８号に掲げる申請等として行うものを除く。


 保存等 保存、作成、縦覧等又は交付等をいう。

（電磁的記録による保存）

第３条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの（規則

等で定めるものに限る。）については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係

る電磁的記録の保存を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する条例等の規定に規定する

書面により行われたものとみなして、当該保存に関する条例等の規定を適用する。

（電磁的記録による作成）

第４条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの（当該

作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが条例等の規定により保存をしなければならないとされているものであって、規

則等で定めるものに限る。）については、当該他の条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書

面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する条例等の規定に規定する

書面により行われたものとみなして、当該作成に関する条例等の規定を適用する。

３ 第１項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の条例等の規定により署名等をしなければならないとされているものに

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代える

ことができる。

（電磁的記録による縦覧等）

第５条 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの（規

則等で定めるものに限る。）については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面
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に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する条例等の規定に規

定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

（電磁的記録による交付等）

第６条 民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの（当

該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが条例等の規定により保存をしなければならないとされているものであって、

規則等で定めるものに限る。）については、当該他の条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該交付等の相手方の承

諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって規則等で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付

等を行うことができる。

２ 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する条例等の規定に規

定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する条例等の規定を適用する。

（規則等の制定改廃に伴う経過措置）

第７条 この条例の規定に基づき規則等を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、規則等で、その制定又は改廃に伴い合理的に

必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

（規則等への委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年１１月１日から施行する。

（愛媛県水道条例の一部改正）

２ 愛媛県水道条例（昭和３８年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（報告の徴収及び立入検査）

第１１条 知事は、必要があるときは、水道設置者から工事の施行状

況若しくは管理状況について必要な報告を求め、又は当該職員を

して、水道の工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若し

くは必要な帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合

における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。

２ 省略

（報告の徴収及び立入検査）

第１１条 知事は、必要があるときは、水道設置者から工事の施行状

況若しくは管理状況について必要な報告を求め、又は当該職員を

して、水道の工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若し

くは必要な帳簿書類

を検査させることができる。

２ 省略

（特定非営利活動促進法施行条例の一部改正）

３ 特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１８条 省略

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律の適用）

第１９条 法第４４条の３に規定する作成、備置き及び閲覧については、

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用

に関する法律（平成１６年法律第１４９号）第３条第１項、第４条第１

項及び第５条第１項の規定により、書面に代えて電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を使用して行うこと

ができる。

２ 前項の規定に基づき、書面の作成及び備置きに代えて行う当該

書面に係る電磁的記録の作成及び備置き並びに書面の閲覧に代え

第１８条 省略
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�愛媛県条例第５４号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律施行条例を次のように公布する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例

によるほか、次の各号に定めるところによる。

� 幼保連携型認定こども園 幼稚園及び保育所のそれぞれの用

に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施

設であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 当該施設を構成する保育所において、満３歳以上の子ども

に対し学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第７８条各号に掲げ

る目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施

するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力

体制が確保されていること。

イ 当該施設を構成する保育所に入所していた子どもを引き続

き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び

保育を行うこと。

� 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。

ア 幼稚園教育要領（学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令

第１１号）第７６条に規定する幼稚園教育要領をいう。以下同じ。）

に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該

教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する幼

児に該当する者に対する保育を行う幼稚園

イ 幼稚園及び認可外保育施設（児童福祉法第５９条第１項に規

定する施設のうち同法第３９条第１項に規定する業務を目的と

するものをいう。以下同じ。）のそれぞれの用に供される建

物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、

次のいずれかに該当するもの

� 当該施設を構成する認可外保育施設において、満３歳以

上の子どもに対し学校教育法第７８条各号に掲げる目標が達

成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当

たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が

確保されていること。

� 当該施設を構成する認可外保育施設に入所していた子ど

もを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫

した教育及び保育を行うこと。

� 保育所型認定こども園 児童福祉法第３９条第１項に規定する

幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満３歳以上の子

どもを保育し、かつ、満３歳以上の子どもに対し学校教育法第

７８条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をい

う。

� 地方裁量型認定こども園 児童福祉法第３９条第１項に規定す

る幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満３歳以上の

子どもを保育し、かつ、満３歳以上の子どもに対し学校教育法

第７８条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う認可外保

育施設をいう。

（認定こども園の認定の基準）

第３条 法第３条第１項第４号及び第２項第３号の条例で定める認

定の基準は、別表のとおりとする。

（保育所型認定こども園の認定の有効期間）

第４条 法第５条第１項の認定の有効期間は、当該認定の日から起

算して４年を経過した日の属する年度（４月１日から翌年の３月

３１日までをいう。）の末日までとする。

（認定こども園の認定の辞退及び休止）

第５条 認定こども園の設置者は、認定こども園の認定を辞退しよ

うとするとき、又は認定こども園を休止しようとするときは、あ

らかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出な

ければならない。

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、法第６条第１

項に規定する方法により、同項に規定する者に対し、当該届出に

係る事項についてその周知を図るものとする。

（規則への委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

認定こども園の認定の基準

１ 職員配置

� 認定こども園には、満１歳未満の子どもおおむね３人につ

き１人以上、満１歳以上満３歳未満の子どもおおむね６人に

つき１人以上、満３歳以上の子どものうち幼稚園と同様に１

日に４時間程度利用するもの（以下「短時間利用児」という。）

おおむね３５人につき１人以上、満３歳以上満４歳未満の子ど

ものうち保育所と同様に１日に８時間程度利用するもの（以

下「長時間利用児」という。）おおむね２０人につき１人以上、

満４歳以上の子どものうち長時間利用児おおむね３０人につき

１人以上の保育に従事する者を置かなければならない。ただ

し、常時２人を下回ってはならない。

� 満３歳以上の子どもについては、短時間利用児及び長時間

利用児に共通の４時間程度の利用時間について学級を編制し、

各学級ごとに少なくとも１人の職員（以下「学級担任」とい

う。）に担当させなければならない。この場合において、１

学級の子どもの数は、３５人以下を原則とする。

２ 職員資格

て行う当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該

事項を記載した書類の閲覧については、規則で定めるところによ

る。

第２０条 省略 第１９条 省略
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� １�の規定により認定こども園に置く職員のうち、満３歳
未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する

者でなければならない。

� １�の規定により認定こども園に置く職員のうち、満３歳
以上の子どもの保育に従事する者は、幼稚園の教員の免許状

（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定す

る免許状をいう。以下同じ。）又は保育士の資格のいずれか

を有する者でなければならない。

� �の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員の免許
状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こ

ども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であ

って、学級担任を幼稚園の教員の免許状を有する者とするこ

とが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、

その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるもの

を、その者が幼稚園の教員の免許状の取得に向けた努力を行

っている場合に限り、学級担任とすることができる。

� �の規定にかかわらず、満３歳以上の子どものうち長時間
利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でな

ければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁

量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該長時間

利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とする

ことが困難であるときは、幼稚園の教員の免許状を有する者

であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認め

られるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を

行っている場合に限り、当該長時間利用児の保育に従事する

者とすることができる。

� 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提

供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能

力を有しなければならない。

３ 施設設備

� 法第３条第２項の幼保連携施設については、幼稚園及び保

育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が同

一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、

次に掲げる要件のすべてを満たすときは、この限りでない。

ア 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能である

こと。

イ 子どもの移動時の安全が確保されていること。

� 認定こども園の園舎の面積（満３歳未満の子どもの保育を

行う場合にあっては、満２歳以上満３歳未満の子どもの保育

の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満

２歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その

他の施設設備の面積を除く。）は、次の表の左欄に掲げる学

級数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上でなければ

ならない。ただし、既存施設（法第４条第１項の規定による

申請の際現に幼稚園又は保育所等の用に供されている施設を

いう。以下同じ。）が幼保連携型認定こども園、保育所型認

定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合

であって、�本文（満２歳未満の子どもの保育を行う場合に
あっては、�本文及び�）に規定する基準を満たすときは、
この限りでない。

学級数 面積（平方メートル）

１学級 １８０

２学級以上 ３２０＋１００×（学級数－２）

� 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調

理室を設けなければならない。

� �の保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の子ども１人
につき１．９８平方メートル以上でなければならない。ただし、

満３歳以上の子どもについては、既存施設が幼保連携型認定

こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども

園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積（満３歳未

満の子どもの保育を行う場合にあっては、満２歳以上満３歳

未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施

設設備の面積及び満２歳未満の子どもの保育の用に供する乳

児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。）が�本文
に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

� �の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準のすべてを満た
さなければならない。ただし、既存施設が幼保連携型認定こ

ども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園

の認定を受ける場合であって、アに掲げる基準を満たすとき

は、イに掲げる基準を満たすことを要せず、既存施設が幼保

連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型

認定こども園の認定を受ける場合であって、イに掲げる基準

を満たすときは、アに掲げる基準を満たすことを要しない。

ア 満２歳以上の子ども１人につき３．３平方メートル以上で

あること。

イ 次の表に掲げる面積に満２歳以上満３歳未満の子どもに

ついてアの規定により算定した面積を加えた面積以上であ

ること。

学級数 面積（平方メートル）

２学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１）

３学級以上 ４００＋８０×（学級数－３）

� 幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方

裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要

件のすべてを満たす当該認定こども園の付近にある適当な場

所に代えることができる。

ア 子どもが安全に利用できる場所であること。

イ 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

ウ 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所

であること。

エ �の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であるこ
と。

� 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方

裁量型認定こども園にあっては、次に掲げる要件のすべてを

満たす場合に限り、当該認定こども園の満３歳以上の子ども

に対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し、

搬入する方法により行うことができる。この場合において、

当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によ

ることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必

要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備

えなければならない。

ア 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園に

あり、食事を提供するための適切な管理体制が確保されて
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いること。

イ 認定こども園又は他の施設、保健所、市町等に配置され

ている栄養士により、栄養等に関する必要な配慮が行われ

ること。

ウ 認定こども園外で調理し、搬入する者は、衛生、栄養等

に関して必要な知識及び技能を有し、調理業務を適切に遂

行できる能力を有する者であること。

エ 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食

事の提供、アレルギー等への配慮等、子どもの食事の内容、

回数及び時機に適切に応じることができること。

オ 子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべ

き事項を定めた食育に関する計画を作成するとともに、そ

れに基づく食事の提供に努めること。

� 認定こども園において満２歳未満の子どもの保育を行う場

合には、�に規定する施設のほか、乳児室又はほふく室を設
けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満

２歳未満の子ども１人につき１．６５平方メートル以上、ほふく

室の面積は満２歳未満の子ども１人につき３．３平方メートル

以上でなければならない。

４ 教育及び保育の内容

� 認定こども園における教育及び保育の内容は、幼稚園教育

要領及び保育所保育指針（児童福祉施設最低基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所の保育内容に

関して厚生労働大臣が定めるものをいう。）に基づくもので

なければならず、子どもの１日の生活のリズム及び集団生活

の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配

慮したものでなければならない。

� 認定こども園における教育及び保育の内容は、次に掲げる

事項について規則で定める基準に適合するものでなければな

らない。

ア 教育及び保育の基本及び目標

イ 認定こども園に固有の事情として配慮すべき内容

ウ 教育及び保育の計画並びに指導計画

エ 園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成

オ 日々の教育及び保育の指導

カ 小学校教育との連携

５ 保育者の資質向上等

認定こども園は、規則で定めるところにより、子どもの教育

及び保育に従事する者の資質向上等を図らなければならない。

６ 子育て支援事業

認定こども園は、次に掲げる事項に留意して、子育て支援事

業を実施しなければならない。

� 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て相談、

親子の集いの場の提供等を通して、保護者の子どもの養育に

関する能力の向上を積極的に支援すること。

� 保護者が子育てに関し認定こども園の利用を希望するとき

に利用可能な体制を確保すること。

� 地域の子育てを支援する団体等と連携し、地域の人材及び

社会資源を活用すること。

７ 管理運営等

� 認定こども園は、１人の認定こども園の長を置き、すべて

の職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければな

らない。

� 認定こども園における保育に欠ける子どもに対する保育時

間は、１日につき８時間を原則とし、子どもの保護者の労働

時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定

めなければならない。

� 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育に欠ける子

どもに対する保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の

状況等の地域の実情に応じて認定こども園の長が定めなけれ

ばならない。

� 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できる

よう、情報開示に努めなければならない。

� 認定こども園は、特別な配慮が必要な子どもの利用が排除

されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わ

なければならない。この場合において、認定こども園は、地

方公共団体との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受

入れに適切に配慮しなければならない。

� 認定こども園は、耐震、防災、防犯その他子どもの健康及

び安全を確保する体制を整備しなければならない。

� 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行

うことができるよう、適切な保険又は共済制度への加入を通

じて、補償の体制を整備しなければならない。

� 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの

視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及

び保育の質の向上を図らなければならない。

�愛媛県条例第５５号
愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例の一部を改正する条例

愛媛県警察職員賞じゆつ金授与条例（昭和４２年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（賞じゆつ金の種類等）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 障害者賞じゆつ金は、職員が、障害の状態（地方公務員災害補

（賞じゆつ金の種類等）

第３条 省略

２～４ 省略

５ 障害者賞じゆつ金は、職員が、障害の状態（地方公務員災害補

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号外１

９



償法（昭和４２年法律第１２１号）第２９条第２項に規定する第１級から

第８級までの障害等級に該当する障害の状態をいう。）となつた

場合において授与するものとし、その額は、別表第２のとおりと

する。

６ 省略

別表第２（第３条関係）

障害者賞じゆつ金

償法（昭和４２年法律第１２１号）別表の 第１級から

第８級までの等級 に該当する障害の状態をいう。）となつた

場合において授与するものとし、その額は、別表第２のとおりと

する。

６ 省略

別表第２（第３条関係）

障害者賞じゆつ金

省略 省略

１ この表の障害等級は、地方公務員災害補償法第２９条第２項

に規定する障害等級の区分による。

２ この表の障害等級又は金額の決定については、地方公務員

災害補償法第２９条第５項から第８項まで及び地方公務員災害

補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）第２６条の５第２

項の規定の例による。

３ 省略

１ この表の等級 は、地方公務員災害補償法別表に定める

等級 の区分による。

２ この表の等級 又は金額の決定については、地方公務員

災害補償法第２９条第２項から第６項まで

の規定の例による。

３ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

平成１８年１０月１７日 発行
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